
 

 

 

 

徳島県過疎地域持続的発展方針・後期方針（案）の概要について 

 

 

１ 方針策定の趣旨 

  ○ 令和３年度に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」 

に基づき、本県過疎地域の持続的発展を図るため、その基本的な事項等を定める 

「過疎地域持続的発展方針・前期方針」を策定している。 

○ 本方針は、「徳島県過疎地域持続的発展計画」及び「市町村過疎地域持続的発展 

計画」の指針となるものである。 

○ 令和７年度で前期方針の期間が満了となるため、新たに後期方針を策定する。 

 

２ 方針の期間 

  法の期間（令和３年度から令和１２年度までの１０年間）のうち、 

  令和８年度から令和１２年度までの後期５年間 

 

３ 後期方針のポイント 

人口減少を正面から受け止めた上で、持続可能な地域づくりを推進するため、 

「徳島県新未来創生総合計画」や「地方創生２.０基本構想」の内容を踏まえ、 

「５つの重点事項」を中心に過疎対策に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

９月 方針案のパブリックコメントを実施 

方針案を市町村へ送付 

１０月 方針案を総務省に協議 

１１月 総務省の同意を得て、方針の策定 

３月 県計画の策定 

令和７年９月定例会（事前） 

地域活性化対策特別委員会資料 

企画総務部 
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